
人材開発助成金（事業展開等リスキニング支援コース） 

 

「事業展開」「DX（デジタル・トランスフォーメーション）」「グリーン・トランスフォーメーション」とは？ 

事業展開とは？ 

新たな製品を製造しまたは商品もしくはサービスを提供すること等により、新たな分野に進出することをいいま

す。 

また、事業や業種を変更することや、既存の事業の中で製品の製造方法やサービスの提供方法を変更する場合も

含みます。 

  

DX（デジタル・トランスフォーメーション）とは？ 

デジタル技術を活用した業務の効率化や、デジタル技術による製品、サービス、ビジネスモデルの変革を行うこ

とを言います。 

たとえば、 

・ ITツールや電子契約を利用したペーパーレス化 

・ QRコード、顔認証を利用することでの手続の簡略化 

などが DX化の取組例となります。 

  

グリーン・カーボンニュートラルとは？ 

事業展開や、企業の省エネへの取組、再生可能エネルギーの活用等により脱炭素（カーボン）化を目指し、温室

効果ガス（二酸化炭素、メタンなど）の排出をゼロにする取組みのことを言います。 

たとえば、 

・ 化石燃料を使うトラクターでの農薬散布をドローンに変更することで温室効果ガスの排出を抑える 

・ 風力発電や太陽光発電を導入して、二酸化炭素の排出ゼロに取り組む 

などがグリーン・カーボンニュートラル化の取組例となります。 

 

 

「事業展開等リスキリング支援コース」の改正情報 

「事業展開等リスキリング支援コース」を含めた人材開発支援助成金では、事業主のみなさまにさらに活用して

いただけるよう、随時支給要領を改正しております。 

 

 

【令和 5 年 6月 26日改正】 

・  人材開発支援助成金でも電子申請が可能となりました。 

・  電子申請が可能になること等に伴い、支給要領が改正されました。 

※電子申請の詳細は 厚生労働省ホームページでご確認ください。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html


 

【令和 5 年 4月 1日改正】 



https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001501516.pdf


 

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001501511.pdf


支給要領・チェックリストなどはこちら 

【支給要領】 

● 「事業展開等リスキリング支援コース」 支給要領（R5.6.26～） 

● 「事業展開等リスキリング支援コース」 支給要領（R5.4.1～R5.6.25） 

● 「事業展開等リスキリング支援コース」 支給要領（R4.12.2～R5.3.31） 

【申請様式】 

● 申請様式（R5.6.26以降） 

※厚生労働省のホームページへ移動します 

※ページ下部の（4）が「事業展開等リスキリング支援コース」の様式となります。 

 

● 申請様式（R5.4.1～R5.6.25に提出した計画届） 

※厚生労働省のホームページへ移動します 

※ページ下部の（4）が「事業展開等リスキリング支援コース」の様式となります。 

 

● 申請様式（R4.12.2～R5.3.31に提出した計画届） 

※厚生労働省のホームページへ移動します 

※ページ下部の（5）が「事業展開等リスキリング支援コース」の様式となります。 

 

● チェックリスト 

● 雇用関係助成金共通要領 

 

人材開発支援助成金のその他のコースについては 厚生労働省ホームページ をご覧ください。 

 

 

受給額試算 

二等無人航空機操縦士基本コース（オンライン学科）＋目視内限定解除を受講した 

中小企業受講者 1名の場合 341,000円（実技：12h 終了審査×2） 

賃金助成：960 円 × 14h（実技） ＝ 13,440円 

訓練助成：341,000 円 × 75% ＝ 255,750円 

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001501943.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001356230.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001447987.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00017.html#jigyo
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00016.html#jigyo
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233_00014.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/22download/_119824.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001501498.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html


助成金受給額 計 269,190円（税込） 

実質負担額  

スクール受講料 341,000 円(24h) ― 助成金受給額 269,190円 ＝ 71,810円（税込） 

人材開発支援助成金制度を利用すると、受講料は実質約 21％になります。 

※各事業所によって受給額が変わりますのでお近くの労働基準局へご相談ください。 

 

 


